
消費者安全法案に対する修正案  

 

   消費者安全法案に対する修正案 

 消費者安全法案の一部を次のように修正する。 

 第四条第三項中「のっとり」の下に「、消費者事故等に関する情報の開示」を加え、

同条第六項中「広報活動」の下に「、消費生活に関する教育活動」を加える。 

 第六条第四項並びに第七条第二項及び第三項中「消費者政策委員会」を「消費者

委員会」に改める。 

 第十三条第二項中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改め、同条第三項中

「の概要」を削り、同条に次の一項を加える。 

４ 内閣総理大臣は、国会に対し、第一項の規定により取りまとめた結果を報告しな

ければならない。 

 第十四条の見出しを「（資料の提供要求等）」に改め、同条第一項中「その他の協

力」を「その他必要な協力」に改める。 

 第十七条第四項及び第十八条第三項中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に

改める。 

 第二十条の見出しを「（消費者委員会の勧告等）」に改め、同条中「消費者政策委員

会は」を「消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の 者から得

た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは」

に、「意見を述べる」を「勧告をする」に改め、同条に次の一項を加 える。 

２ 消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、そ

の勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。 

 附則第一項中「消費者庁設置法（平成二十年法律第   号）」を「消費者庁及び消

費者委員会設置法（平成二十一年法律第   号）」に改める。 

 附則第三項のうち地方自治法別表第一の改正規定中「平成二十年法律第   号」

を「平成二十一年法律第   号」に改め、同項を附則第四項とする。 

 附則第二項の見出しを削り、同項中「おいて」の下に「、前項に定める事項のほか」

を加え、同項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の見出し及び一項を加える。 

 （検討） 

２ 政府は、この法律の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況その

他経済社会情勢等を勘案し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等

の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。  
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一 

消
費
者
安
全
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
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（
傍
線
部
分
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修
正
部
分
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正 
 

案 

法 
 

律 
 

案 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

①
・
２ 
〔
略
〕 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
安
全
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
推
進

に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報

の
開
示
、
消
費
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
過
程
の
透
明
性
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

〔
略
〕 

６ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
啓
発
活
動
、
広
報
活
動
、
消
費
生
活
に
関
す

る
教
育
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
消
費
者
安
全
の
確
保
に
関
し
、
国

民
の
理
解
を
深
め
、
か
つ
、
そ
の
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
基
本
方
針
の
策
定
） 

第
六
条 

①
～
３ 

〔
略
〕 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
消
費
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
及
び
消
費
者
委
員

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
・
６ 

〔
略
〕 

  

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
提
案
） 

第
七
条 

〔
略
〕 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

①
・
２ 

〔
同
上
〕 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
安
全
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
推
進

に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
過
程
の

透
明
性
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４
・
５ 

〔
同
上
〕 

６ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
啓
発
活
動
、
広
報
活
動
そ
の
他
の
活
動
を
通

じ
て
、
消
費
者
安
全
の
確
保
に
関
し
、
国
民
の
理
解
を
深
め
、
か
つ
、
そ
の

協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
基
本
方
針
の
策
定
） 

第
六
条 

①
～
３ 

〔
同
上
〕 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
消
費
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
及
び
消
費
者
政
策

委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
・
６ 
〔
同
上
〕 

  

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
提
案
） 

第
七
条 

〔
同
上
〕 



  

二 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
変
更
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
委
員

会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
変
更
提
案
を
踏
ま
え
た
基
本
方
針
の
変
更
（
変

更
提
案
に
係
る
基
本
方
針
の
変
更
の
案
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実
現
す

る
こ
と
と
な
る
基
本
方
針
の
変
更
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
方
針
の
変
更
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
変
更
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
委
員

会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
変
更
提
案
を
踏
ま
え
た
基
本
方
針
の
変
更
を
す

る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を

当
該
変
更
提
案
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
分
析
等
） 

第
十
三
条 

〔
略
〕 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
結
果
を
、
関
係

行
政
機
関
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
提
供
す
る
と

と
も
に
、
消
費
者
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
結
果
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
会
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め

た
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
資
料
の
提
供
要
求
等
） 

第
十
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
集
約
及

び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
、
国
民
生
活

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
変
更
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
政
策

委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
変
更
提
案
を
踏
ま
え
た
基
本
方
針
の
変
更

（
変
更
提
案
に
係
る
基
本
方
針
の
変
更
の
案
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実

現
す
る
こ
と
と
な
る
基
本
方
針
の
変
更
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
方
針
の
変
更
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
変
更
提
案
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
政
策

委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
変
更
提
案
を
踏
ま
え
た
基
本
方
針
の
変
更

を
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

由
を
当
該
変
更
提
案
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
分
析
等
） 

第
十
三
条 

〔
同
上
〕 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
結
果
を
、
関
係

行
政
機
関
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
提
供
す
る
と

と
も
に
、
消
費
者
政
策
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
ま
と
め
た
結
果
の
概
要

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〔
新
設
〕 

  

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
等
） 

第
十
四
条 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
集
約
及

び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
、
国
民
生
活



 

三 

セ
ン
タ
ー
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
表
明
、

消
費
者
事
故
等
の
原
因
の
究
明
の
た
め
に
必
要
な
調
査
、
分
析
又
は
検
査
の

実
施
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
及
び
命
令
） 

第
十
七
条 

①
～
３ 
〔
略
〕 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
変
更
若
し
く
は
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

５ 

〔
略
〕 

  

（
譲
渡
等
の
禁
止
又
は
制
限
） 

第
十
八
条 

①
・
２ 

〔
略
〕 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
の
全
部
若
し

く
は
一
部
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
消
費
者
委
員

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

〔
略
〕 

 

（
消
費
者
委
員
会
の
勧
告
等
） 

第
二
十
条 

消
費
者
委
員
会
は
、
消
費
者
、
事
業
者
、
関
係
行
政
機
関
の
長
そ

の
他
の
者
か
ら
得
た
情
報
そ
の
他
の
消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報
を
踏
ま

え
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
消
費
者
被

害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
に
関
し
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ン
タ
ー
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
表
明
、

消
費
者
事
故
等
の
原
因
の
究
明
の
た
め
に
必
要
な
調
査
、
分
析
又
は
検
査
の

実
施
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

〔
同
上
〕 

  

（
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
及
び
命
令
） 

第
十
七
条 

①
～
３ 

〔
同
上
〕 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
変
更
若
し
く
は
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
消
費
者
政
策
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

５ 

〔
同
上
〕 

  

（
譲
渡
等
の
禁
止
又
は
制
限
） 

第
十
八
条 

①
・
２ 

〔
同
上
〕 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
の
全
部
若
し

く
は
一
部
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
消
費
者
政
策

委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

〔
同
上
〕 

 
（
消
費
者
政
策
委
員
会
の
意
見
） 

第
二
十
条 

消
費
者
政
策
委
員
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
消
費
者
被
害

の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
に
関
し
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  



  

四 

２ 

消
費
者
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
内
閣
総

理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
消
費
者
被
害
の
発
生
又
は

拡
大
の
状
況
そ
の
他
経
済
社
会
情
勢
等
を
勘
案
し
、
消
費
者
の
財
産
に
対
す

る
重
大
な
被
害
を
含
め
重
大
事
故
等
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

３ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項

に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

４ 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

〔
新
設
〕 

    
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
消
費
者
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第 

 
 

号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

〔
新
設
〕 

     

（
検
討
） 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

３ 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  



 

五 

 

消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十

一
年
法
律
第 

 
 

号
） 

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

 

 

消
費
者
安
全
法
（
平
成
二

十
年
法
律
第 

 
 

号
）

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務 

 

 


